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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２４年１１月８日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                         委   員  庄 司 邦 昭 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２３年５月２１日（土） １２時４７分ごろ 

発生場所 島根県出雲市日御碕北方沖 

出雲市所在の出雲日御碕灯台から真方位０２１°３.２海里（Ｍ）

付近 

（概位 北緯３５°２９.１′ 東経１３２°３９.１′） 

事故調査の経過 平成２３年７月２２日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 貨物船 第三十八三
さん

洋
よう

丸、７４９トン 

１３７０６２、株式会社三洋海運商会 

７４.４６ｍ×１１.４０ｍ×５.６０ｍ、鋼 

ディーゼル機関、１,４７１kＷ、平成１２年１０月 

Ｂ モーターボート テクノⅡ号、５トン未満 

２７２－２０３１１島根、有限会社テクノ電設 

６.２７ｍ（Lr）×２.２５ｍ×１.００ｍ、ＦＲＰ 

ガソリン機関（船外機）１基、６６.２０kＷ、平成１１年４月

 乗組員等に関する情報 Ａ 航海士Ａ 男性 ４６歳 

   四級海技士（航海） 

    免 許 年 月 日 平成１９年６月２５日 

    免 状 交 付 年 月 日 平成１９年６月２５日 

    免状有効期間満了日 平成２４年６月２４日 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ５９歳 

二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免 許登録日 平成９年７月３日 

    免許証交付日 平成１９年６月２６日 

           （平成２４年７月２日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 船首部擦過傷等 

Ｂ 船首部亀裂等 

 事故の経過 Ａ船は、航海士Ａほか６人が乗り組み、日御碕北方沖において、航

海士Ａが、平成２３年５月２１日１１時１５分ごろ、単独で航海当直
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に就き、針路２４１°及び速力約１３ノット（kn）（対地速力、以下

同じ。）とし、時折、船位の確認を行いながら、自動操舵で航行して

いた。 

航海士Ａは、レーダーをコースアップの６Ｍレンジとし、オフセン

ターを使用して船首方が９Ｍの範囲で映るようにレーダー画面を調整

していたが、主に目視で見張りを行っていた。 

航海士Ａは、変針位置が迫っていたので数度、船橋左舷後部にある

海図台に移動し、後方を向いて船位の確認を行っていた。１回の船位

確認に要する時間は、１～２分であった。 

Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、１２時３７分ごろ、日御碕北方

沖の釣り場に着き、船首からパラシュート型シーアンカー（以下「シ

ーアンカー」という。）を投入し、船首を西南西方に向けて釣りを始

めた。 

船長Ｂは、Ｂ船の正船尾方約１Ｍ付近にＡ船を認め、その後、Ａ船

が針路を変えて避けてくれると思い、Ａ船の動静を監視しながら釣り

中、Ａ船が約１００ｍに接近してもそのままの針路で航行してきたの

で衝突の危険を感じ、衝突を避けるためにエンジンを始動して後進と

したが、Ｂ船は、シーアンカーが抵抗となって移動できず、船首が北

北西方に向いたとき、Ａ船と衝突した。 

船長Ｂは、海上保安庁に本事故の発生を通報し、Ｂ船は、近くにい

た知人の船にえい
・ ・

航されて出雲市市役所傍の堀川係留地へ戻り、Ａ船

は、航海士Ａが海上保安庁からの連絡を受けて本事故の発生を知り、

現場海面へ引き返した。 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 西南西、風力 １、視界 良好 

海象：海上 平穏 

 その他の事項 

 

Ａ船は、民間会社が受信したＡＩＳ記録によると１２時４６分５１

秒における船位が北緯３５°２９′０４.５″東経１３２°３９′０

９.３″において、船首方向は真方位２３８.８°、速力１３.２kn、

１２時４７分０４秒における船位が北緯３５°２９′０３.５″東経

１３２°３９′０７.２″において、船首方向は真方位２３９.９°、

速力１３.３kn だった。 

Ｂ船が漂泊していた人工漁礁の位置は、Ｂ船のＧＰＳ記録（日本測

地系）では北緯３５°２８.８７７′東経１３２°３９.２９９′であ

り、世界測地系に変換すると北緯３５°２９.１′東経１３２°３９.

１′であった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ船は、日御碕北方沖を西南西進中、航海士Ａが、船位の確認に意
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識を向け、見張りを適切に行っていなかったことから、前路で漂泊中

のＢ船に気付かず、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

Ｂ船は、島根半島日御碕北方沖で漂泊しながら釣り中、船長Ｂが、

Ｂ船に向けて接近して来るＡ船が針路を変えて避けてくれるものと思

い、Ａ船の動静を監視しながらシーアンカーを投入して漂泊を続けて

いたことから、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

 Ａ船のＡＩＳ記録及びＢ船のＧＰＳ記録から、衝突時刻は、平成２

３年５月２１日１２時４７分ごろと考えられる。 

原因  本事故は、日御碕北方沖において、Ａ船が西南西進中、Ｂ船がシー

アンカーを投入して漂泊中、航海士Ａが見張りを適切に行っておら

ず、また、船長Ｂが、Ａ船が針路を避けてくれるものと思い、シーア

ンカーを投入して漂泊を続けていたため、両船が衝突したことにより

発生したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・波が穏やかで視界が良好であっても、目視だけに頼らず、レーダ

ーを活用して見張りを適切に行うこと。 

 ・他船が接近する場合は、衝突の虞について速やかに判断し、衝突

の虞がある場合には、十分に余裕のある時期に衝突を避けるため

の動作をとること。 

 




